
第１節 環境行政の動向

１ 国における環境行政の動向

国は平成５年１１月に「環境基本法」を制定し、
環境政策の基本理念、社会の各主体の役割、基
本的な施策のプログラムを明らかにした。この
法律は、従来の公害対策基本法や自然環境保全
法が規制的手法をとるのに対し、環境そのもの
を総合的に捉えて計画的に施策を講じようとす
るものであった。また、このなかで環境影響評
価の推進が規定されたことから、平成９年６月
には「環境影響評価法」が制定されることとな
った。
地球温暖化問題では、平成９年１２月に京都で
開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議
（ＣＯＰ３）において採択された「京都議定書」
において、我が国の温室効果ガスの削減目標が
「２００８年から２０１２年の間に１９９０年を基準とした
温室効果ガス排出量の６％削減」と定められた
ことを受けて、平成１０年１０月に「地球温暖化対
策の推進に関する法律」が制定された。その後、
平成１４年６月には京都議定書を批准するととも
に、地球温暖化対策に関する具体的な方策をま
とめた「地球温暖化防止対策推進大綱」が策定
されている。また、平成１６年１１月には、ロシア
が京都議定書を批准したことから、その発効が
平成１７年２月１６日となり、目標達成に向けた具
体的取組が一層求められている。
廃棄物対策としては、循環型社会の形成を推

進して廃棄物問題の抜本的解決を目指すために
「循環型社会形成推進基本法」が平成１２年６月
に制定され、関連法令の整備が進んだが、平成
１５年３月には、良いものを大事に使う「スロー」
なライフスタイルの確立や環境保全指向のもの
づくり・サービスの提供、廃棄物の適正な循環
的活用・処分システムの確立を目指す「循環型
社会形成推進基本計画」が策定される等、その
取組は着実に進んでいる。
有害物質対策は、人の健康や生態系に重大な

影響を及ぼす可能性のあるダイオキシンや内分
泌攪乱化学物質（環境ホルモン）に対して、平
成１１年７月にダイオキシン類による環境汚染の

防止と除去等に関する基準を定めた「ダイオキ
シン類対策特別措置法」と、事業者による化学
物質の自主的な管理の改善を促進し、環境保全
上の支障を未然に防止するための「特定化学物
質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促
進に関する法律（ＰＲＴＲ法）」が制定されてい
る。
また、平成１３年６月には、ポリ塩化ビフェニ
ル（ＰＣＢ）廃棄物の確実かつ適正な処理を総
合的かつ計画的に推進する「ポリ塩化ビフェニ
ル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置
法」が、オゾン層の破壊の原因となるフロンガ
スの回収破壊を進めるため、「特定製品に係る
フロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関す
る法律（フロン回収破壊法）」が制定されている。

２ 大分県における環境行政の動向

本県の環境保全に関する基本理念や環境保全
施策の基本的事項を示すものとして「大分県環
境基本条例」が平成１１年９月に制定された。
同年３月には環境影響評価の対象となる事業
やその手続き等を規定した「大分県環境影響評
価条例」を制定し、さらに、大分県公害防止条
例を見直して、新しい環境問題に対応する「大
分県生活環境の保全等に関する条例」を同年１２
月に制定して、自然環境及び生活環境の保全等
に努めてきたところである。
これまでの本県における環境施策は、「豊か
な自然と人間とが共生する豊の国」を望ましい
環境像として、平成１０年３月に策定した大分県
環境基本計画「豊の国エコプラン」に基づき、
各般の取組を行ってきた。しかし、計画策定か
ら既に６年余りが経過し、環境を取り巻く情勢
が大きく変化したこと等を背景として、現在、
大分県環境基本計画の見直しを行っているとこ
ろである。
平成１５年９月より、大分県の恵み豊かな自然
環境を守り、将来に継承するため、県民総参加
のもと全国に誇れる環境に配慮した美しく快適
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な大分県づくりを進める「ごみゼロおおいた作
戦」を展開している。平成１６年６月には、省エ
ネと地球温暖化防止を目的として「キャンドル
ナイトキャンペーン」を実施し、８月及び１０月
には、県民総参加による環境保全活動の輪を更
に拡げていくことを目的として「県民一斉ごみ
ゼロ大行動」を実施したところであり、着実に
その成果をあげつつある。
また、平成１６年４月には、ごみのない美しく

快適な大分県づくりを県民総参加のもとで広域

的に進めるために「美しく快適な大分県づくり
条例」を制定し、ごみのポイ捨てやピンクちら
し掲示等を禁止することとした。
さらに、平成１６年６月には、循環型社会を構
築するため、産業廃棄物の排出抑制や再生利用
等の取組を誘導するとともに、産業廃棄物の適
正処理を推進する財源を確保するために、「大
分県産業廃棄物税条例」を制定した。
平成１６年９月３０日現在の本県の環境関連条例
については表１－１－１－２のとおりである。

条 例 等 の 名 称 公布年月日 概 要
大分県環境基本条例 平１１．９．３０ 環境の保全に関する基本理念、県・市町村・事業者・県民

の責務、環境保全施策の基本となる事項を規定
大分県環境影響評価条例

〃 施行規則
平１１．３．１６
平１１．６．１５

環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業に関する環境
影響評価の手続等について規定

大分県生活環境の保全等に関する条例
〃 施行規則

平１１．１２．２４
平１２．１２．２３

公害の防止に関する規制に加えて、化学物質や廃棄物の適
正処理などの事業活動や日常生活における環境への負荷の
低減のための措置等について規定

美しく快適な大分県づくり条例
〃 施行規則

平１６．３．３１
平１６．３．３１

ごみのない美しく快適な大分県づくりを県民総参加のもと
広域的に推進するため、ごみのポイ捨てやピンクちらし掲
示等の行為を禁止すること等について規定

大分県エコエネルギー導入促進条例 平１５．３．２０ 太陽光、風力等のエコエネルギーの導入促進について、各
主体の責務等を明確にするとともに、施策の基本的事項に
ついて規定

大分県産業廃棄物税条例 平１６．６．２５ 産業廃棄物の排出抑制や再生利用等の取組を誘導するとと
もに、産業廃棄物の適正処理推進のための税の仕組み等に
ついて規定

水質汚濁防止法第３条第３項の規定に
基づく排水基準を定める条例

昭４７．１２．２５ 瀬戸内法適用区域内の事業所（排水量５０�／日）に適用
規制項目はＣＯＤ、ＳＳ、ｎ－ヘキサン抽出物質

大分県公害紛争処理条例
〃 施行規則

昭４５．９．２９
昭４９．４．２６

大分県公害審査会の設置、手続費用等公害紛争の処理につ
いて規定

大分県公害被害救済措置条例
〃 施行規則

昭４８．１２．２５
昭４９．４．１

原因不明の公害被害の救済について規定
大気汚染による健康被害、水質汚濁による漁業被害

大分県立自然公園条例
〃 施行規則

昭３２．１２．２７
昭３３．３．２２

すぐれた風致景観の保護と利用を図ることを目的として、
自然公園の指定、区域内における工作物の設置等の行為の
規制、公園事業等について規定

大分県自然環境保全条例
〃 施行規則

昭４７．１０．１３
昭４８．７．１２

すぐれた自然環境の保全を図ることを目的として、自然環
境保全地域の指定、区域内における工作物の設置等の行為
の規制、保全計画等について規定

大分県自然海浜保全地区条例
〃 施行規則

昭５５．１０．１
昭５５．１１．１

瀬戸内海区域の海水浴などの公衆の利用に供されている自
然海浜の保全と利用を図ることを目的として、自然海浜保
全地区の指定、地区内の行為の届出、勧告等について規定

大分県環境緑化条例
〃 施行規則

昭４８．４．１６
昭４８．４．１６

緑地の保全と回復を図ることを目的として、緑化基本計画
の策定、緑化地域の指定、地域内の行為の届出、緑化のた
めの施策及び協定等について規定

大分県沿道の景観保全等に関する条例
〃 施行規則

昭６３．３．３０
昭６３．９．２６

県道等の沿道の景観保全及び環境美化を推進するため、沿
道景観保全地区（沿道景観保全樹木を含む。）及び沿道環境
美化地区を指定し、地区内の行為の届出指導等について規
定

表１－１－１－２ 県の環境関係条例
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ごみゼロおおいた作戦実施本部

ごみゼロおおいた作戦県民会議

第２節 ごみゼロおおいた作戦の展開

１ ごみゼロおおいた作戦を巡る現状と課題

本県では、身近なごみ問題から地球温暖化問
題といった地球規模に至るまでの環境課題の解
決に向けて、平成１５年度から「ごみゼロおおい
た作戦」を展開している。
本県の快適な生活環境や美しい自然、そして

この地が育む豊かな海の幸や山の幸は、全国に
誇りうる貴重な資源であり、これらは地域の環
境を美しく保ち、快適な生活環境を確保しよう
とする県民及び事業者の日々の取組の積み重ね
によって培われてきたものである。ごみゼロお
おいた作戦は、そうした県民及び事業者の環境
保全に向けた不断の取組を総結集し、環境の世
紀といわれるこの２１世紀に大分の新しい価値を
生み育てようというものである。
ごみゼロおおいた作戦を推進するに当たり何

より大切なことは、このたびの取組が県民中心
の観点から県民の自由な発想や活動を引き出し、
これを支えながら進められることにある。この
ため、行政や事業所、環境ＮＰＯ法人やボラン
ティア団体の参画を得て「ごみゼロおおいた作
戦県民会議（以下「県民会議」という。）」を設
置し、県民会議から寄せられた意見を基に、各
般の県民総参加の取組である「ごみゼロおおい
たキャンペーン」を展開するとともに、「環境
施策への意見」の提出を行い、その多くを県の
環境施策に反映させるなどしている。
また、県庁内には各部に跨る環境行政全般を

一体的・総合的に推進するため、知事を本部長
とする「ごみゼロおおいた作戦実施本部（以下
「実施本部」という。）」を設置し、県民会議と
緊密に連携しながら各般の環境施策を推進して
いるところである。
県では、ごみゼロおおいた作戦を強力に推進

するため、平成１６年度予算編成にあたって新た
に「選択・集中分野特別枠事業（予算枠１０億円）」
を設けた。その結果、前年度に比べて環境関連
事業が２０事業、予算額が５億円増加するなど全
庁挙げてごみゼロおおいた作戦を推進する気運
が高まっている。
なお、「選択・集中分野特別枠事業」は平成

１７年度にも設けられており、ごみゼロおおいた
作戦の更なる伸長が期待される。
ごみゼロおおいた作戦の概念図は表１－１－

２－１ａ、平成１５年度「環境施策への意見」項
目は表１－１－２－１ｂのとおりである。
（平成１６年度「環境施策への意見」全文は資料
編８ごみゼロおおいた作戦県民会議平成１６年度

「環境施策への意見」、平成１５年度環境関連事
業一覧及び平成１６年度環境関連事業一覧は第３
部ごみゼロおおいた作戦環境関連事業の取組状
況参照。）

この取組が始まって以降、廃棄物の減量化・
リサイクルを促進し、循環型社会を形成するた
めの活動に取り組む「ごみゼロおおいた推進隊」、
ごみゼロおおいた作戦の趣旨に賛同し、身近な
ごみゼロの取組を推進するとともにごみゼロお
おいたキャンペーンに積極的に参加する「ごみ
ゼロ隊」といった県民組織の結成が進んでいる
ことから、ごみゼロおおいた作戦が全県下に浸
透しつつあることが分かる。なお、県庁内でも
職員有志による「ごみゼロ県職隊」が結成され、
毎月１日に庁舎周辺の美化活動を実施している。
平成１６年度新たに任命したごみゼロおおいた
推進隊は表１－１－２－１ｃのとおりである。
その他、県内には長年にわたりボランティア
で地域の美化活動に従事している方々も数多く
存在することから、今後はこうした環境保全団
体の取組を支援していくことともに、各主体の
横の連絡を緊密にするためのネットワーク組織
である「ごみゼロネット」を県下全域に張り巡

環境保全に関する施策の推進
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部会名 意 見 項 目
自然保護 １ 自然保護と自然とのふれあいの推進

について
２ 自然景観等の維持対策について
３ 環境美化条例の制定、実施について

ごみ減量・
リサイクル

１ ３Ｒ（リデュース、リユース、リサ
イクル）の推進について

２ 一般廃棄物（家庭系・事業系）の適
正処理について

３ 産業廃棄物の適正処理について
環境教育 １ 環境教育新法に基づく取組について

２ 各地域における環境教育について
エネルギー １ エコエネルギーの普及促進について

２ 省エネルギー対策について

部会名 意 見 項 目
観光 １ 「ごみゼロおおいたキャンペーン」

について

２ 「花と緑いっぱい運動」について

大気・水環
境

１ 大気保全対策について

２ 生活排水対策について

３ 水循環社会の構築について

４ 環境保全に関する情報の提供

５ 市町村条例等の整備の推奨

地球環境 １ 地球温暖化対策について

環境技術 １ 環境技術への挑戦について

２ エコタウン事業について（循環型地
域社会の実現に向けて）

表１－１－２－１ａ ごみゼロおおいた作戦の概念図

表１－１－２－１ｂ 平成１５年度「環境施策への意見」項目
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らし、ごみゼロおおいた作戦が真に県民総参加
の取組となるような体制づくりを進めていると
ころである。

２ 今後の施策の方向性

ごみゼロおおいた作戦は、県民中心の観点か
ら、県民会議からの意見を基に実施本部で県の
事務・事業を決定し、これを実施することとな
っている。また、県民会議は、ごみゼロおおい
た作戦を県民運動として展開するために必要な
各般のごみゼロおおいたキャンペーンの実施を
呼びかけるとともに、環境施策の推進に当たっ
て環境ＮＰＯ法人やボランティアの自発的な活
動を促す役割をも担っている。
このようなことから、ごみゼロおおいた作戦

の成否は、ひとえに県民会議の活動をいかに活
性化するか、言い換えれば、県民主導の取組を

いかに活性化するかに掛かっており、県は県民
会議の活動を全面的にバックアップするために
必要な手立てを講じる責務を帯びているといえ
る。
このため、今後は県民会議は当然のこと、実
施本部の活動の活性化、部局を跨る環境課題に
対する相互調整と課題解決に向けた取組の推進
を一層図っていくこととする。併せて、環境Ｎ
ＰＯ法人やボランティア団体が相互に連携でき
るようなシステムづくりを進め、ごみゼロおお
いた作戦が県民の自発的な活動を基礎として永
続的な取組となるように、必要な支援策を講じ
ていくこととする。
ごみゼロおおいた作戦の施策展開は表１－１
－２－２のとおりである。

番号 市町村 グ ル ー プ 名 代表者名 主な提案のテーマ
１ 宇 佐 市 クリーン宇佐 大塚 政雄 �４Ｒについての学習会の開催
２ 院 内 町 石橋の里を守る会 宇野 敦巳 �石橋の保存と清掃活動
３ 安心院町 安心院まちづくりネットワーク「結友」 上鶴 嘉久 �花植え隊を結成し、地域の美化活動
４ 三 光 村 金色川をきれいにする会 楠木 紀与 �河川の清掃、水質調査の実施
５ 国 東 町 古里の文化と自然を守る会 猪上 正徳 �リサイクル雛人形の作成
６ 別 府 市 ＯＮＥＳ’１ 末松 歩 �リユース容器の実証実験
７ 別 府 市 ＢＥＳＳＨＯ 山崎 兼雄 �学校周辺のごみ調査の実施
８ 日 出 町 内堀エコクラブごみ０推進隊 小平テル子 �廃食油で石鹸の製作、生ごみの再利用
９ 大 分 市 ビッグアイ・チャレンジ・３Ｒごみゼロ隊 広瀬 健治 �リユースカップ等の有効利用の検討
１０ 大 分 市 ＮＰＯ法人総合学習研究所 相良 恭子 �エコアート教室の開催
１１ 大 分 市 かしこいママになりたいな 池永 麻里 �パークプレイス大分でごみ減量のアンケート調査
１２ 大 分 市 大分掃除に学ぶ会 矢野 雅則 �駅前清掃と学校のトイレ掃除
１３ 大 分 市 ＮＰＯ法人九州・自然エネルギー推進ネットワーク 小坂 正則 �バイオディーゼルや電気自動車の作成
１４ 大 分 市 笑顔のかけ橋 坂井 泉一 �足踏みミシン、衣類等の収集と東南アジアへの寄附
１５ 大 分 市 ＮＰＯ法人アートスタジアムオフィス 佐藤 知博 �廃棄物を使ったクリスマスツリーの製作
１６ 大 分 市 ＮＰＯ法人岡原花咲かそう会 木津 邦洋 �スポーツ公園周辺での清掃活動
１７ 大 分 市 ごみゼロ推進ライブキャンペーン隊 小出 絵美 �中高生に対するごみゼロライブの開催
１８ 挾 間 町 挾間町生活学校「るぽ」 田中真理子 �牛乳パックのリサイクル、ぼかしの体験教室の開催
１９ 三 重 町 三重川を守る会 高木 和生 �三重川クリーン作戦の実施
２０ 佐 伯 市 生ごみバスターズ 吉良 新一 �シマミミズによる堆肥化の実証実験
２１ 佐 伯 市 ＮＰＯ法人さわやか佐伯 山本眞壽美 �廃家をリサイクルし、環境教育の実施
２２ 津久見市 つくみ環境美化グループ 重松 眞 �家庭からのごみ減量運動の実施
２３ 鶴 見 町 おおいたふれあいグループ 松田 教子 �空き缶による音楽会の実施
２４ 日 田 市 光岡ワンワン・自主パトロール 竹内伊勢男 �犬の散歩中のごみ拾いの励行、糞公害の防止
２５ 玖 珠 町 角埋ジャンボ鯉のぼり会 宮本 孝司 �角埋城周辺の清掃活動
２６ 平成義塾大分 片山 孝子 �きれいな町づくりの研修会の開催
２７ 大分県山岳連盟 首藤 宏史 �清掃登山の実施と啓発活動
２８ 道路＆河川環境浄化隊 田崎 公雅 �放置自動車や廃タイヤの撤去、回収
２９ 大分いのちとくらしを考える会 和田 英子 �プラスチック容器の削減に向けた啓発
３０ 大分友の会 竹内 則子 �環境家計簿の講習会の実施

表１－１－２－１ｃ 平成１６年度ごみゼロおおいた推進隊名簿
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３ ごみゼロおおいたキャンペーン

ごみゼロおおいた作戦を県民運動として全県
下で推進していくためには、県民一人ひとりが
自らを取り巻く環境問題を認識するとともに、
その解決に向けた取組を個人・地域レベルで進
めていくことが必要になることから、県民会議
では各般の「ごみゼロおおいたキャンペーン」
を展開している。

� ごみゼロおおいた作戦県民宣言
全国に誇れる美しく快適な大分県づくりを

県民の総意をもって実現するため「県民宣言」
を採択し、広く広報している。なお、この県
民宣言には、県民会議に置かれた８部会ごと
に採択した県民総参加で取り組むべきスロー
ガンが盛り込まれている。（ごみゼロおおいた
作戦県民宣言 表１－１－２－３ａのとおり）

� ごみゼロおおいた作戦ポスター
環境保全を推進するためには、県民一人ひ

とりが美しい環境を守ることの重要性を認識
するとともに、これを実践するよう心がける
ことが基本となることから、そうした想いを
強く訴求するポスターを作成し、県民一人ひ
とりの自覚を促している。なお、平成１６年度
は小・中・高校生を対象に絵画を一般公募し、
県民会議の投票を経てポスターを作成した。

ごみゼロおおいた作戦県民会議
会 長 大分大学工学部長 羽野 忠

（部会長）

自 然 保 護 部 会 長 別府大学短期大学部名誉教授 荒金 正憲

観 光 部 会 長 ＪＲ九州（株）大分支社支社長 川野 敬雄
ごみ減量・リサイクル
部 会 長

大分大学経済学部教授 深道 春男

大気・水環境部会長 大分医科大学医学部教授 三角 順一

環 境 教 育 部 会 長 弁護士 立花 旦子

地 球 環 境 部 会 長 大分大学工学部教授 滝田 祐作

エネルギー部会長 立命館アジア太平洋大学教学部長 仲上 健一

環 境 技 術 部 会 長 三和酒類（株）代表取締役常務 和田 久継

（顧 問） 大分県知事 広 瀬 勝 貞

表１－１－２－２ ごみゼロおおいた作戦の施策展開

表１－１－２－３ａ ごみゼロおおいた作戦県
民宣言

ごみゼロおおいた作戦 県民宣言

私たちの大分県は、全国に誇れる自然の恵み豊かな県であり
ます。
この美しい自然と快適な環境を守ることは、それ自体重要で

あるばかりでなく、新しい価値を生み育てる活力の源泉ともな
るものです。
そこで、私たちは、ごみの減量化、自然保護、景観維持など

の身近な問題からエネルギー対策や環境技術開発、さらには地
球温暖化防止に至るまで広範囲に亘る環境問題に対して、NPO
法人・ボランティア団体・企業・行政など幅広い力を結集して、
環境の世紀＝21世紀にふさわしい、ごみゼロおおいた作戦を
展開することがきわめて重要であると考えています。

（スローガン）
１ 美しい自然を守っていこう
２ ごみのない緑あふれる美しいまちをつくります
３ ごみ（生ごみ）は分別しよう
４ 一人ひとりが主役 家庭から始めるCO２削減
５ 環境美化体験をしてみよう
６ 省エネルギーに取り組もう
７ エネルギーをうまく使おう
８ 技術で守ろう 美しいふるさと

平成15年9月26日
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ごみゼロおおいた推進隊任命式

ごみゼロおおいた横断幕

� ごみゼロおおいた推進隊
廃棄物の減量化やリサイクル等について取

り組むべき施策を提案し、地域や職場におい
て実践活動を展開するグループを「ごみゼロ
おおいた推進隊」に任命し、その取組を支援
している。

� 横断幕、のぼり旗
ごみゼロおおいた作戦を目に見える形でＰＲす

るために横断幕を作成して県庁舎等に掲示すると
ともに、のぼり旗を作成してボランティア団体等
が美化活動をする際にこれを貸し出している。

� ごみゼロおおいた作戦シンボルマーク
ごみゼロおおいた作戦を統一的にＰＲする

ためにシンボルマークを作成、住居・車両貼
付用のステッカーを作成するとともに、県民
会議委員や県の広報誌等への掲載を推進して
いる。
なお、このシンボルマークは、県立芸術文

化短期大学デザイン科の学生が作成した原案
を基に県民会議の意見を加味して作成したも
のである。

ごみゼロおおいた作戦シンボルマーク

デザインコンセプト
緑 …「若葉」新たな活力と可能性が伸びゆく

イメージ。
「両手」美しく自然豊かな大分県を守り
育て、未来に繋げていくイメージ。

橙のベクトル…『環境技術への取組』を進めた結果の活
発な経済活動。
環境に調和した橙色。

青のベクトル…活発な経済活動の結果生じる副産物を再
度生産活動の流れに乗せる循環型社会。
クリーンをイメージさせる爽やかな青色。

ごみゼロおおいた作戦ステッカー
（住居・事業所貼付用）

（自動車貼付用）

環境保全に関する施策の推進
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県民一斉ごみゼロ大行動

� ごみゼロネット
地域における環境課題の解決や環境保全活

動に取り組む個人、グループ、企業等からな
るネットワークを平成１６年度に県下全域で形
成している。ネットワーク構築は、環境ＮＰ
Ｏ法人やボランティア団体の手に委ね、県は
必要な情報を提供する等の支援を行う。

ごみゼロネットには、今後各地域でごみゼ
ロおおいた作戦が県民主導の下に推進される
際に、中心的な役割を果たすことが期待され
ている。
ごみゼロネットの概念図は表１－１－２－
３ｂのとおりである。

� １２１万人県民一斉ごみゼロ大行動
美しく快適な大分県づくり条例に基づく

「環境美化の日」の取組として、県下各地で
一斉美化活動の実施を呼びかけるとともに、
美しい観光地づくりに資するため、秋の行楽
シーズンに合わせて観光地での一斉美化行動
の実施を呼びかける。
平成１６年度の環境美化の日を中心とした取

組には、県下で約１０万人の県民が参加、４００
トン近いごみが収集されており、今後も県民
の自発的な美化活動を支援していくこととし
ている。

表１－１－２－３ｂ ごみゼロネットの概念図

環境保全に関する施策の推進
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キャンドルナイト

� １２１万人夏の夜の大作戦（キャンドルナイト）
夏至の日の夜２０時から２２時までの２時間、
県民が一斉に不要な電気を消して省エネと地
球温暖化防止対策を考えるという取組を実施
した。
平成１６年度の取組では、県内４７５事業所が

ライトダウンに参加するとともに、天文台が
星空観察会を実施したり、団地ぐるみで手作
りのペーパーランタンによるキャンドルナイ
トが実施されるなど、各地で特色ある取組が
なされた。
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